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 計画策定の趣旨 

「辰野町障がい者プラン 2024」は、国の動

向や町在住の障がいのある人の意向、障害福

祉サービスの提供状況等を踏まえ、障がいの

ある人もない人も安心して暮らせる共生社会

の実現を目指して策定するものです。 

 計画の対象 

障害者手帳の有無にかかわらず、身体障

がい、知的障がい、精神障がい、発達障が

い、高次脳機能障がい、難病等があるため

に日常生活または社会生活を営む上で何ら

かの制限を受ける方や不自由な状態にある

方を計画の対象とします。 

計画の位置づけと期間 

本計画は、辰野町第６次総合計画の個別計画として各種計画と調整を図りながら、以下の①～

③の計画を一体的に策定し、障がい者施策の目標と具体的な方策を定め、今後の障がい者福祉施

策の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辰野町障がい者プラン 2024 概要版 

第３次辰野町地域福祉計画 令和６(2024)年度～令和 10(2028)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連計画 
辰野町子ども・子育て支援事業計画/健康づくり計画辰野21（第５次） 

第9期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画/その他の計画 

辰野町障がい者プラン 2024 

①第４期辰野町障害者計画 令和６(2024)年度～令和 11(2029)年度 

②第７期辰野町障害福祉計画 令和６(2024)年度～令和８(2026)年度 

③第３期辰野町障害児福祉計画 令和６(2024)年度～令和８(2026)年度 

即す 

整合 

長野県 

長野県障がい者プラン 2024 

即す 

国 
障害者基本計画（第５次） 

障害者基本法 

障害者総合支援法 

児童福祉法 

辰野町第６次総合計画 令和 3(2021)年度～令和 12(2030)年度 
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計画の基本目標と施策（第４期辰野町障害者計画） 

 
２福祉サービスと   

権自立生活支援の充実 

●人材の確保と育成の推進 

●訪問系サービスの充実 

●居住系サービスの整備 

●日常生活用具等の給付 

●地域移行に向けた支援の充実 

●保健・医療・福祉と連携した支援の推進 

●障がいのある人の家族支援 

 １相談支援体制の整備 
●相談窓口の周知 

●ライフステージに沿った相談対応と支援 

 ３情報提供・意思疎通 

権支援の充実     

●障害福祉サービス等の情報提供 

●意思疎通・意思決定支援の推進 

●障がいの特性に応じた情報提供 

●ＩＣＴ活用等の促進 

 １雇用の促進と就労 

権機会の拡大    

●就労に関する相談支援 

●雇用の拡大及び就労環境の改善に向けた啓発等の推進 

●関係機関との連携強化 

 
３文化芸術・スポーツ活動  

  の推進          

●文化・芸術活動の情報発信 

●スポーツ・レクリエーション活動の振興 

●生涯学習の充実 

 
２福祉的就労の充実 ●物品調達に係る取組の推進 ●農福連携の推進 

 
４活動環境の整備 ●図書館の整備 ●文化施設等のバリアフリー化の推進 

 １療育・教育の充実 
●適切な発達支援の提供 

●医療的ケア児等への支援の推進 

●保育の受け入れ体制の充実 

 
２教育環境の整備 

●インクルーシブ教育の推進 

●就学相談支援の充実 

●進路相談等の推進 

●支援員・補助員の配置 

【施策と具体的な取組】 

 １バリアフリーのまちづくり 
●公共施設等のバリアフリー化の推進 

●歩行環境の整備 

●ユニバーサルデザインの推進 

 

３防災・防犯の充実 

●避難行動支援の充実 

●地域防災訓練への参加促進 

●障がいに配慮した避難所運営の充実 

●犯罪被害の防止に向けた取組の推進 

●犯罪情報・防犯情報の収集と提供 

 
２移動支援の推進 ●福祉タクシー料金の助成 

 
２障がいある人への虐待 

権防止・権利擁護の推進 

●虐待の防止と被害者の保護 

●日常生活自立支援事業の充実と活用支援 

●成年後見制度の利用促進と体制整備 

 １理解促進と   

 差別解消の推進 

●障がいのある人への理解・啓発 

●障がい者福祉に関する活動の紹介と周知 

●学校における障がい者理解の促進 

●地域住民の理解と支援 

●障害者差別解消法の周知 
基本目標

１ 

差別解消・権利擁護の

推進 

障がいへの正しい理解を深める啓発活動、学校での福祉教

育、権利擁護の推進を通して、障がいの有無によって分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実

現に向けて、地域づくりを進めます。 

基本目標

２ 

安心な暮らしのための

生活支援 

障がいのある人一人ひとりのニーズを把握し、継続した福祉サ

ービスを受けられるよう、相談支援体制を整備し、福祉サービス

と情報提供の充実に努めます。 

基本目標

３ 

安全で暮らしやすい 

環境づくり 

公共施設や道路のバリアフリー化や移動支援を推進し、障がい

の有無にかかわらず誰もが暮らしやすい生活環境を整備します。

また、避難支援体制や防犯対策を強化し、安心・安全な暮らしが

確保されるよう努めます。 

基本目標

５ 

ライフステージに応じた

切れ目のないサービス基

盤の充実 

障がいのある子どもが切れ目のない支援と充実した教育を受け

られるよう、保健・教育・医療等、様々な分野からの支援体制づ

くりを図ります。 

基本目標

４ 

障がいのある人の社会

参加の促進 

就労相談支援、雇用の促進、福祉的就労の充実を図ります。ま

た、生きがいを持って社会参加できるよう、文化芸術・スポーツ

活動の推進と活動環境の整備に取り組みます。 
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基 本 理 念 

計画の基本的視点 

障がいのある人の権利 

擁護と共生社会の実現 

「心のゆたかさ」を感じ 

られる生活の実現 

自ら選んだ場所で「安心」

して暮らせる環境づくり 

２ ３ 



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

成果目標(第７期辰野町障害福祉計画・第３期辰野町障害児福祉計画) 

（５）相談支援体制の充実・強化等 

基幹相談支援センターの設置 有 

 

（６）障害福祉サービス等の質を向上させる 

ための取組に係る体制の構築 

関係機関が実施する各種研修を活用した職員の資質向

上に努めます。また、障害者自立支援審査支払等システ

ムによる審査結果を分析して、その結果を事業所等と共

有します。 

 

（７）障がい児支援の提供体制の整備等 

事業所の確保に向けて、保健・医療・福祉関係者等に

よる協議の場を設けて検討を重ねます。既存の事業所等

に対しては人材の確保・育成に関する情報提供を行うと

ともに、事業所参入の働きかけを行います。また、既存

の事業所や保育所等訪問支援を活用しながら、関係機関

と連携して障がい児及び家族に専門的支援や助言を行う

とともに、職員の資質向上のための研修等を行います。 

 

（８）発達障がい者等に対する支援 

ピアサポート活動について学ぶ機会の設定及びピアサ

ポート活動への支援方法を検討していきます。 

 

（２）精神障害にも対応した地域包括ケア 

システムの構築 

国の指針及び町の状況を踏まえ、精神障害にも対応し

た地域包括ケアシステム構築のための保健・医療・福祉

関係者等による協議を行うことにより、地域課題を見つ

けて資源の活用・開発を促進します。 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

地域生活移行者数 ２人 

施設入所者数 21人 

 

（３）地域生活支援の充実（上伊那圏域） 

地域生活支援拠点等の整備 11箇所 

コーディネーターの配置人数 １人 

地域生活支援拠点等の運営状況の 

検証・検討 
年５回 

強度行動障害

を有する方へ

の支援体制の

整備【新規】 

・特別支援学校との連携や相談支援専

門員連絡会等を通して圏域内の支援

を要するものやニーズの把握を行い

ます。 

・行政、主任相談支援専門員、サービス

管理責任者等と定期的な共有、スキル

アップ研修を実施します。 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

一般就労への

移行者数 

全体 ７人 

就労移行支援 ４人 

就労継続支援Ａ型 １人 

就労継続支援Ｂ型 ２人 

就労移行率が５割以上の 

就労移行支援事業所数 
１箇所 

就労定着支援事業利用者数 ２人 

就労定着率が７割以上の 

就労定着支援事業所数 
１箇所 

 

計画の周知の徹底に努め、庁内の各関係課と連携を図り、関係

団体や事業者、保健・医療関係者、教育関係者、企業等の連携に

よる協力を求めます。また、令和８(2026)年度末の目標値の達成

状況をＰＤＣＡサイクルによって評価・見直しを行います。 

計画の推進体制 

発行年月 令和６(2024)年３月 
発  行 辰野町 保健福祉課 

〒399-0493長野県辰野町中央 1番地 

辰野町障がい者プラン 2024 
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